
平成20年度 産業技術研究センターの剰余金の概要及び利益処分案について

経営努力認定額

【目的積立金】

　　　　　107百万円

経
常
費
用

経
常
収
益

「地方独立行政法人法第４０条第３項により設立団体の長の承認を受けようとする額」は以下のいずれの要件にも合致する場合に承認する。
　　①当該事業年度における経営努力により生じたと認められるもの
　　②法第２６条第２項第６号に基づき、中期計画に定めた剰余金の使途に充てようとするものでかつ合理的な使途であると認められるもの

利益処分の承認にあたっての基本方針

自己収入等※１
　　　1,238百万円

標準運営費交付金
（効率化係数対象）

費用　　　4,769百万円

損益計算書 剰余金の主な要因 利益処分（案）※５

業務費　　　　 3,006百万円
一般管理費　 2,246百万円
施設整備費　　　 19百万円
財務費用     　    17百万円
　　計　　　　　 5,288百万円

※２　経常費用の内訳

補助金等収益
　　　　　　　　19百万円

標準運営費交付金
（効率化係数対象外）

特定運営費交付金
　　　　　　　500百万円

3,639百万円

※１　自己収入の内訳

手数料収益　　       295百万円
使用料収益　　         61百万円
受講料収益　　         17百万円
指導事業収益            2百万円
受託事業収益         247百万円
外部資金導入研究収益
　　　　　　　　　       192百万円
科学研究費間接経費収益
　　　　　　　　　　     　  3百万円
預金利息                  5百万円
雑益　　　　　　　     　1百万円
資産見返勘定戻入
　　　　　　　　　      　415百万円
　　　　計　　　  　　 1,238百万円

　経常収益　　　　5,395百万円
　

　経常費用　　　　5,288百万円
　当期未処分利益　107百万円
　合計　　　　　　　5,395百万円

剰余金
　　107百万円

費用　※３
　　　　　　　500百万円

費用　※４
　　　　　　　　19百万円

5,288百万円※２

5,395百万円

※３　特定運営費交付金は、費用が発生する毎に同額を収益計上するため、交
　　　付金額と費用は同額になる。
※４　補助金等収益は、補助金を金額確定後交付するため、収益金額と費用は
　　　同額になる。

交付金及び補助金等に
基づく収益以外の収益
が増加したことによる
利益であって、当該利
益が経営努力により生
じたものであることを
確認。

（会計基準７１
〈参考４（１））

　費用が減少したこと
によって生じた利益で
あって、当該利益が経
営努力によるものであ
ることを確認。

（会計基準７１
〈参考４（２））

　その他地方独立行
政法人において経営努
力によることを立証し
た利益であること。

（会計基準７１
〈参考４（３））

年度計画との対比により利益の発生要因を把握

前提　　業務実績評価の評定「Ｓ」「Ａ」「Ｂ」がおおむね８０％以上

① ② ③

法人は東京都に対し、剰余金の金額と発生要因を報告

※5　利益処分の概要
　地方独立行政法人法第40条第3項に基づき、地方
独立行政法人は、当該事業年度に剰余金が発生し
た場合には、設立団体の長の承認を受けて、その額
の全部又は一部を翌事業年度に係る認可中期計画
の剰余金の使途に充てることができる。

【経営努力認定の考え方】

認定（全額）

積立金　　　　０円（非認定）

　
　契約・業務の見直し等によるもの 102百万円

　
　資産運用によるもの                     5百万円

　手数料収入の増加                    60百万円

その他の経営努力

経費削減への取組みによる効果

自己収入増加への取組みによる効果
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単位：百万円

（会計期間の活動区分別資金の流れ） （期末日の財政状態） （期間内の運営状況）

当期未処分
利益
(107)

目的積立金
（545）

当期純利益
107

5,288

運営費交付金
等に基づく収
益以外の収益

損益計算書
　（都民負担に帰すべきコスト集約）
行政サービス実施コスト計算書

〈経常費用〉

資産見返勘定
戻入

525

〈自己収入等〉

823

〈費用〉
5,288

〈行政サービス
実施コスト〉

4,990

(842）

〈経常収益〉
5,395

運営費交付金
収益

(415)

(13,457)

資本剰余金

(△429)

〈資本〉

(4,138)

11,282

資本金

(11,060)

8,764 (2,064)

流動資産

〈資産〉

15,777

8,808

期末残高
1,232

期首残高
1,276

現金及び
預金　(2,235)

定期預金
(1,003)

 普通預金
及び現金
  (1,232)

固定資産

(2,320)

現金及び預貯
金を除く流動
資産   (85)

※流動負債

貸借対照表キャッシュフロー計算書

〈収入〉〈支出〉

〈負債〉
4,495

(2,431)

固定負債

平成20年度　東京都立産業技術研究センターの財務諸表について（概要）

１　東京都都立産業技術研究センター（以下「産技研」という。）の財務諸表の取り扱いについて（地方独立行政法人法第34条）
　（１）法人は、毎年度事業終了後三月以内に財務諸表を作成し、設立団体の長へ提出し、その認定を受けなければならない。
　（２）法人は、財務諸表及び決算報告書に関し、監事の監査を受けなければならない。
　（３）設立団体の長は、財務諸表の承認をしようとするときは、あらかじめ評価委員会の意見を聴かなければならない。
　（４）法人は、設立団体の長から財務諸表の承認を受けたときには、遅滞なく、財務諸表等を一般の閲覧に供しなければならない。

２　平成20年度財務諸表の概要及び相互関連図

利益剰余金合計
(652)

損益外減価償却相当額　　　　　　143
引当外退職給付増加見込額　 △253
機会費用　　　　　　　　　　　　　　　635

※流動負債
　　うち1,017百万円は
　運営費交付金債務
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平成 21 年度試験研究分科会 評価スケジュール 

 

 

○２１年 8 月 4 日  第 2 回試験研究分科会【評価の検討】 

◇20 年度業務実績評価結果の調整 

           ◇3 ヵ年業務実績評価結果（事前評価）の調整 

◇財務諸表、利益処分に対する意見の調整 

 
○２１年 8 月 20 日  第 3 回試験研究分科会【評価の決定】 

           ◇20 年度業務実績評価結果の決定 

           ◇3 ヵ年業務実績評価結果（事前評価）の決定 

◇財務諸表、利益処分に対する意見の決定 

 

○２１年 8 月 28 日  評価結果及び財務諸表、利益処分案に対する意見の知事への報告 

（予定）  

 

 

○２２年３月    試験研究分科会 

           ◇次年度以降の評価に向けて 

           ◇産業技術研究センター22 年度年度計画報告 
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